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第１章 人権尊重の基本理念 

 

人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構

成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活

を営むために欠かすことのできない権利です。 

すべての人々が人権を享有し、平和で豊かな社会を実現するためには、一人ひと

りの人権が共に尊重されることが必要です。 

そのためには、すべての個人が相互に人権の意義や共存の重要性について理解を

深めるとともに、その権利の行使に伴う責任を自覚して、自分の人権と同様に他者

の人権についても尊重することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

市民意識調査の概要  

(1) 調査対象者 市内に居住する１８歳以上の方から 2,000 人を無作為抽出 

(2)調査方法  郵送による調査票配付・回収  

(3)調査期間   令和５年（２０２３年）１０月６日から同月２４日まで  

(4)有効回答率 ３３．５％（有効回答数 ６６９）  

「尾道市人権問題に関する市民意識調査（以下「市民意識調査」という。）」より 

33.9%

45.6%

7.9%

2.2%
9.9%

0.4%

「自分の人権は守られているか」と思う人の割合（N=669）

「守られている」と「ほぼ守られている」で約８割を占める

守られている
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十分には守られていない
守られていない
わからない
無回答

※端数調整により、合計が

100％にならないことが

あります。


